
第三者の被災及び通報・事故災害時の報告フロー

区分 内容 処置・対応 文書報告（第2報） 経過確認・再発防止 報告書（最終報告）

※事故・災害の場合

凡例　： 報告実施

報告不要

速報（第1報）

30分以内に口頭報告

病院へ

救急搬送の

場合

（119通報）

施工者の判断により

報告【速報】

※４日以上の休業となる可能

性がある場合は報告する

その他の

場合

内容に関わらず

30分以内に口頭報告事故

災害

火災

爆発

協会の

指示に従う

現場内

消防・警察 30分以内に口頭報告

第三者

情報

のみ

事故

災害

　※事故災害等(矢印中①～④)が発生した際に、各施工者は博覧会協会及び所属する工区の統括施工者に速やかに報告する

　　連絡を受けた工区統括施工者は、他の全工区の統括施工者に事故災害等の情報を速やかに共有する

３０分以内に博覧会協

会及び工区統括管理者

の緊急連絡先に速報を

連絡する

一度に複数の感染者が

発生するような感染症は

報告する

土日祝日の場合

当日の報告は不要とする

次営業日以降に報告する

労災

以外

不休災害

１～３日の

休業災害

工事進捗報告書（月報

等）で概要のみ報告

所定の書式で

報告書提出

死亡災害や重大な労

働災害・事故

4日以上の休業災害

報告不要

文書報告

労基署及び

医師の判断

体調不良

熱中症

病気等

①

※救急車の要請など消防・警察に連絡する場合は、同時に博覧会協会及びゲートを管理している

工区統括施工者に連絡し、ゲートに誘導員を待機させること。

②

③

④

⑤



119番通報時の留意事項

 ①119番通報して出動を要請する場合は、万博工事の工区・敷地番号or施設名を明確に伝える。

 ②119番通報後、速やかに入場ゲート及び各所に場内案内員を配置して誘導に当たらせる。

 ③119番通報者で場内案内員を確保できない場合は、工区統括施工者に誘導の支援を依頼する。

 ④119番通報した場合、その後に管理者と連絡を取る場合の責任者と連絡先を消防署へ報告する。

 ①各工区の入退場ゲート及び経路・敷地番号施設名称図を提出し変更があれば随時提出する。

 ②通報ルールを定めて各工区内の各施工者へ伝達する。

 ③各工区統括施工者の責任者と緊急連絡先を消防署へ報告する。

 ④不在時に不審火等が発生した場合に緊急入場を要するためゲートのカギを消防署へ預ける。
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応



万博工事　ゲート配置図・緊急連絡先

北東ゲート

南東ゲート詳細

IN

西ゲート詳細

南東ゲート

西ゲート

清水建設JV

事務所（南東工区）

大林組JV

事務所（北東工区）

竹中工務店JV

事務所（西工区）

OUT

北東ゲート詳細

INOUT

IN

OUT

鹿島建設JV

事務所（GW工区）



【消防署提出】万博工事　工区　敷地番号・施設名称図（北東工区）


